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３ 政令指定都市における日額報酬制等導入の考え方 

 

（１）裁判における行政委員の報酬制度のあり方に係る見解 

 

＜地方自治法（抜粋）＞ 

第２０３条の２ 普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他

の委員、(中略)に対し、報酬を支給しなければならない。 

２ 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条

例で特別の定めをした場合は、この限りでない。 

 

ア 川崎市（東京高裁判決） 

「法第２０３条の２第２項ただし書きの趣旨は、地方公共団体がその自主的判断により、

当該特別職非常勤職員の職務内容及び責務並びに当該地域の実情に即した有為な人材を得る

ために、勤務日数に応じて支給する方法とは別の方法で報酬を支給できるようにするため、

一定の裁量の余地を与えたものと解される。」  

 

イ 滋賀県（最高裁判決）  

「月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が法第２０３条の

２第２項に違反し違法、無効となるか否かについては、議会の裁量権の性質に鑑みると、

当該非常勤職員の職務の性質、内容、職責や勤務の態様、負担等の諸般の事情を総合考

慮して、当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から上記裁量権を超え又

はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である。」 

 

 

 

（２）政令指定都市における導入の状況 

 

 導入時期 教 育 市選管 区選管 人 事 監 査 農 業 

札 幌 H23.1.1 月額 日額 日額 月額 月額 月額 

新 潟 H24.4.1 日額・月額 日額・月額 日額・月額 日額・月額 日額・月額 月額 

相模原 H23.4.1 日額 日額 日額 日額 月額 月額 

浜 松 H22.4.1 日額 日額 日額 日額 月額 月額 

大 阪 H23.4.1 日額 日額 日額 日額 日額 日額 

名古屋 H23.4.1 日額 日額 日額 日額 日額 月額 

堺 H23.7.1 日額 日額 日額 日額 月額 月額 

 

 

 

 

 

 
24



 

 

 

（３） 見直し方法とその考え方 

日額報酬等への見直し方法 都市名 考え方 

ア 監査委員及び農業委員を月額
維持 

相模原 

浜 松 

堺 

・ 監査委員は業務が非常に広範である、資格に基づ

く高度な専門性が求められる、また、事前準備や自

己研鑽など正式な活動からは見えない業務が多い。 

・ 農業委員は日常的な活動が中心である。また、活

動回数が非常に多く、日額にすると報酬額が大きく

なりすぎる。 

イ 農業委員を月額維持 名古屋 ・ 農業委員は日常的な活動が中心である。 

ウ 全ての行政委員の月額を廃止
し、日額化 

大 阪 

・ 行政委員会の職責等は非常に重いものがあり、委

員会毎に差を設け、月額と日額の線引きは難しい。 

・ 月額報酬を維持するまでの特別な個別の事情や勤

務実態があるとまでいえない。 

エ 日額・月額併用化 
（農業委員を月額維持） 

新 潟 

・ 日数や時間数で計り得る会議等への出席などは日

額で支給 

・ 日数や時間数では計り得ない活動については月額

で支給 

・ 農業委員は日常生活の中での活動が多いため月額

維持 

オ 選挙管理委員のみ日額化 札 幌 

・ 選挙の有無により繁閑の差が生じる実態がある。 

・ 最高裁判決前の大阪高裁判決では選挙管理委員の

月額報酬が違法状態であるとされていた。 

 

（４） 日額報酬等の算定方法とその考え方 

日額報酬等の算定方法 都市名 考え方 

ア 国の委員等の非常勤職員の

報酬額を参考とする 

名古屋 

大 阪 

・ 国の非常勤職員の報酬額（当時：３５，１００円）

を上限に委員の報酬額を設定(大阪) 

・ 国の中央選挙管理会（当時：委員長２９，５００

円、委員２７，０００円）を基に全ての委員につい

て設定(名古屋) 

イ 従来の月額を活動実績で割

り戻す 

相模原 

浜 松 

・ 改正前の月額を月の活動実績で割り戻し、その金

額を５％カットした金額を基に、算定（相模原） 

・ 改正前の月額の１年間分の報酬額を、１年間の活

動実績で割り戻した額を基に算定 

（１時間３０分未満の活動の場合は、日額の３分の２）

（浜松） 

ウ 国や他都市の日額を基本 
札 幌 

堺 

・ 国の中央選挙管理会の報酬額（当時：委員長２９，

５００円、委員２７，０００円）と既に日額化をし

ている自治体の報酬額を総合勘案して算定（札幌） 

・ 国の非常勤職員の報酬額の上限を超えない額で、

既に日額化をしている自治体の報酬額を総合勘案し

て算定（堺） 

エ 日額・月額併用 新 潟 

・ 月額部分 従来の月額の３分の１程度 

・ 日額部分 現行の月額報酬の場合に支払われる年

間の総報酬額から、上記月額部分を差し引いた額を

超えない範囲内で、他都市の見直し状況を参考に、

実態に即した額 
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23:10 23:10 18:15 18:15 11:05 11:05 15:45 15:45 14:40 14:40 11:15 11:15 7:25 7:25 6:30 6:30

1:56 1:56 1:31 1:31 0:55 0:55 1:19 1:19 1:13 1:13 0:56 0:56 0:37 0:37 0:32 0:32

28:15 40:50 24:16 28:00 19:00 18:00 21:15 20:00 20:00 18:25 21:30 19:30 23:00 18:30 21:28 6:58

2:21 3:24 2:01 2:20 1:35 1:30 1:46 1:40 1:40 1:32 1:48 1:38 1:55 1:32 1:47 0:34

12:10 12:20 3:00

1:01 1:02 0:15

63:35 76:20 45:31 46:15 30:05 29:05 37:00 35:45 34:40 33:05 32:45 30:45 30:25 25:55 27:58 13:28

5:18 6:22 3:47 3:51 2:30 2:25 3:05 2:59 2:53 2:45 2:44 2:34 2:32 2:09 2:19 1:07

63:35 75:49 43:40 45:50 29:05 29:05 37:00 35:45 34:40 32:25 32:45 28:40 30:25 25:25 27:58 10:41

5:18 6:19 3:38 3:49 2:25 2:25 3:05 2:59 2:53 2:42 2:44 2:23 2:32 2:07 2:19 0:53
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23:35 23:35 56:15 47:35 158:29 28:24 73:12 21:42 50:42 28:12

1:58 1:58 4:41 3:57 13:12 2:22 6:06 1:48 4:13 2:21

10:00 7:00 3:00 0:00 23:30 22:30 9:00 14:00 5:00 9:30

0:50 0:35 0:15 0:00 1:54 1:52 0:45 1:10 0:25 0:47

5:15 26:00 1:00 1:00 3:42 5:00 2:00 0:00 0:00 0:00

0:26 2:10 0:05 0:05 0:18 0:25 0:10 0:00 0:00 0:00

38:20 56:35 60:15 48:35 185:41 55:54 84:12 35:42 55:42 37:42

3:12 4:43 5:01 4:02 15:28 4:39 7:01 2:58 4:38 3:08

38:20 56:35 60:15 48:35 185:06 55:54 84:12 35:42

3:12 4:43 5:01 4:02 15:25 4:39 7:01 2:58
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（再掲）政令指定都市の行政委員の報酬額一覧表
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順位 額（円）
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支給
方法

順位 額（円）
支給
方法

順位 額（円）
支給
方法

順位 額（円）

千葉市
月
額

11 201,000
月
額

11 169,000
月
額

10 125,000
月
額

10 94,000
月
額

12 63,000
月
額

11 48,000
月
額

9 258,000
月
額

9 224,000
月
額

9 258,000
月
額

12 67,000
月
額

13 67,000
月
額

7
会長職務
代理者
60,000

月
額

6 60,000
月
額

6 53,000

札幌市
月
額

7 301,000
月
額

8 251,000
日
額

② 32,500
日
額

④ 23,500
日
額

⑥ 17,500
日
額

⑥ 15,000
月
額

7 301,000
月
額

8 251,000
月
額

7 301,000
月
額

9 70,000
月
額

3 96,000
月
額

2 67,000
月
額

8 47,000

仙台市
月
額

9 243,000
月
額

9 203,000
月
額

7 243,000
月
額

7 203,000
月
額

7 121,000
月
額

7 101,000
月
額

10 243,000
月
額

10 203,000
月
額

8 298,000
月
額

5 81,000
月
額

7 78,000
月
額

1 71,000
月
額

1 71,000
月
額

1 63,000

さいたま市
月
額

10 240,000
月
額

10 200,000
月
額

9 132,000
月
額

9 99,000
月
額

9 69,000
月
額

9 58,000
月
額

11 240,000
月
額

11 200,000
月
額

11 240,000
月
額

4 85,000
月
額

10 72,000
月
額

5 61,300
月
額

5 61,300
月
額

5 53,600

川崎市
月
額

5 336,000
月
額

6 279,000
月
額

4 267,000
月
額

6 210,000
月
額

4 135,000
月
額

6 106,000
月
額

5 336,000
月
額

6 279,000
月
額

3 336,000
月
額

12 67,000
月
額

19 42,000
月
額

19 31,000

横浜市
月
額

1 384,000
月
額

1 355,000
月
額

1 332,000
月
額

1 275,000
月
額

1 165,000
月
額

1 135,000
月
額

1 384,000
月
額

1 355,000
月
額

2 355,000
月
額

2 92,000
月
額

17 45,000
月
額

15
43,000

（職務代
理者）

月
額

18 34,000

相模原市
日
額

② 32,000
日
額

② 27,500
日
額

⑤ 27,000
日
額

⑤ 23,200
日
額

⑤ 18,900
日
額

⑤ 16,200
日
額

② 32,000
日
額

② 27,500
月
額

15 147,200
月
額

15 61,200
月
額

6 81,700
月
額

12
53,600

（職務代
理者）

月
額

11 45,100

新潟市
月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月額
日額
併用

月
額

1 107,500
月
額

4 64,500
月
額

8 58,000
月
額

12 43,000

静岡市
月
額

12 170,000
月
額

12 140,000
月
額

11 99,000
月
額

11 75,000
月
額

10 65,000
月
額

10 50,000
月
額

11 240,000
月
額

11 200,000
月
額

13 200,000
月
額

11 69,000
月
額

2 96,500
月
額

11 55,000
月
額

15 40,000

浜松市
日
額

⑤ 27,000
日
額

⑤ 21,000
日
額

⑤ 27,000
日
額

⑥ 21,000
日
額

② 27,000
日
額

② 21,000
日
額

⑤ 27,000
日
額

⑤ 21,000
月
額 12

76,000
公認会計

士
238,000

月
額

17 45,000
月
額

10 72,000
月
額

14 49,000
月
額

11 49,000
月
額

13 41,000

名古屋市
日
額

④ 29,500
日
額

③ 27,000
日
額

④ 29,500
日
額

② 27,000
日
額

④ 21,000
日
額

④ 18,200
日
額

④ 29,500
日
額

③ 27,000
日
額

② 29,500
日
額

① 27,000
月
額

17 45,000
月
額

16 40,500
月
額

13 40,500
月
額

17 36,000

京都市
月
額

3 355,000
月
額

2 335,000
月
額

3 300,000
月
額

2 270,000
月
額

7 121,000
月
額

5 107,000
月
額

3 355,000
月
額

2 335,000
月
額

5 335,000
月
額

9 70,000
月
額

9 74,000
月
額

3
65,000

（職務代
理者）

月
額

3 65,000
月
額

2 55,000

大阪市
日
額

① 42,100
日
額

① 35,100
日
額

① 42,100
日
額

① 35,100
日
額

① 35,100
日
額

① 29,300
日
額

① 42,100
日
額

① 35,100
日
額

①

代表
42,100
委員
35,100

日
額

② 11,700
日
額

日
額

日
額

堺市
日
額

② 32,000
日
額

③ 27,000
日
額

③ 32,000
日
額

② 27,000
日
額

③ 24,000
日
額

③ 20,000
日
額

② 32,000
日
額

③ 27,000
月
額

14 198,000
月
額

14 66,000
月
額

15 58,000
月
額

13 51,000
月
額

10 51,000
月
額

13 41,000

神戸市
月
額

2 360,000
月
額

3 320,000
月
額

2 320,000
月
額

2 270,000
月
額

5 133,000
月
額

2 116,000
月
額

2 360,000
月
額

3 320,000
月
額

6 320,000
月
額

6 80,000
月
額

16 51,000
月
額

12 45,000
月
額

15 40,000

岡山市
月
額

14 140,700
月
額

13 105,800
月
額

12 90,200
月
額

13 56,700
月
額

11 63,100
月
額

13 39,700
月
額

14 140,700
月
額

14 105,800
月
額

16 140,700
月
額

16 46,800
月
額

14 61,900
月
額

7 60,000
月
額

9 46,800

広島市
月
額

8 300,000
月
額

7 255,000
月
額

8 235,000
月
額

8 180,000
月
額

6 125,000
月
額

8 95,000
月
額

8 300,000
月
額

7 255,000
月
額

10 255,000
月
額

7 73,000
月
額

12 68,000
月
額

10 56,000
月
額

9 56,000
月
額

7 48,000

北九州市
月
額

5 336,000
月
額

5 298,000
月
額

6 252,000
月
額

5 212,000
月
額

2 138,000
月
額

4 114,000
月
額

5 336,000
月
額

5 298,000
月
額

3 336,000
月
額

1 102,000
月
額

8 76,000
月
額

5 64,000
月
額

4 64,000
月
額

4 54,000

福岡市
月
額

4 350,000
月
額

4 300,000
月
額

5 255,000
月
額

4 215,000
月
額

3 137,000
月
額

2 116,000
月
額

4 350,000
月
額

4 300,000
月
額

1 500,000
月
額

3 90,000
月
額

5 82,000
月
額

1 71,000
月
額

10 46,000

熊本市
月
額

13 144,000
月
額

14 88,000
月
額

13 90,000
月
額

12 59,000
月
額

13 60,000
月
額

12 40,000
月
額

13 165,000
月
額

13 139,000
月
額

17 137,000
月
額

8 71,000
月
額

4 90,000
月
額

9 59,000
月
額

7 59,000
月
額

2 55,000

総会
35,100

総会以外
3,500

月額48,000
日額30,000

月額16,000
日額12,000

総会
42,100

総会以外
4,200

総会
38,600

総会以外
3,900

月額48,000
日額30,000

月額41,000
日額24,000

月額40,000
日額25,000

月額30,000
日額20,000

月額20,000
日額20,000

月額15,000
日額15,000

月額48,000
日額30,000

月額41,000
日額24,000

副会長 部会長 委員委員 委員長 委員 非常勤 議員選出 会長

月額報酬制　１３市 月額報酬制　１３市 月額報酬制　１４市 月額報酬制　１７市 月額報酬制　１９市

委員長 委員 委員長 委員 委員長

※順位について　　　　数字：月額報酬制の順位　　　○囲み数字：日額報酬制の順位 （Ｈ２４．４．1現在）

教育委員会 市選挙管理委員会 区選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 農業委員会

月額報酬制　１４市
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